
 

 

令和８年２月 

調布市子ども生活部保育課 

【利用者向け】こども誰でも通園制度利用方法に関する手引き 

～登録について～ 

こども誰でも通園制度を利用するにあたり，事前に利用者は，(1)認定申請 (2)利用者のアカウント情

報やこどもの情報の登録を行う必要があります。この手引きは，この流れをまとめたものです。 

なお，令和７年度以前に多様な他者との関わりの機会の創出事業を利用している場合も本手続きが必要

です。 

（注）画面イメージは変更することがあります。 

（注）手続きの方法は変更することがあります。 

 

市外にお住まいの場合 

居住自治体で認定が必要です。居住自治体に御確認ください。 

 

利用申請の申請期限について 

下記期限までに利用申請を行ってください。 

①幼稚園の満３歳児保育及びプレ保育（こども誰でも通園制度利用）・・・利用の２週前まで 

②認可外保育施設の余裕活用型・・・利用の２週前まで 

③ ①②以外・・・面談予約の２週間前まで 

  



 

 

（１－１）認定申請～利用申請まで～ 

①以下のアドレスか二次元コードでつうえんポータルにアクセス。 

https://www.daretsu.cfa.go.jp/ 

 

②「まずは利用申請から！」で「東京都」「調布市」を選択し「確認する」

を押す 

 

③メールアドレスを入力し，「申請する」を押す 

 

 

https://www.daretsu.cfa.go.jp/


 

 

④メールが届くので URL にアクセスし，オンライン利用申請から申請者情報

を入力する 

 

※「利用料減免の申請の有無」で「有り」になる方は，生活保護世帯，市民税非課税世帯，市民税所得

割合算額が 7 万 7,101 円未満世帯などです。 

⑤代理利用者（例：申請者が母の場合，父など）の情報を入力する 

⑥こどもの情報を入力する 

きょうだいも利用する場合はきょうだいも登録してください。 

⑦登録内容を確認し，問題なければ同意事項にチェックして，「申請する」

を押す。 

誤りがあれば「こども情報の入力に戻る」で修正してください。 

 

⑧申請完了。メールが届く。 

調布市が申請内容を確認の上，登録を行います。登録には一定期間かかります。 

  



 

 

（１－２）認定申請～アカウント発行以降～ 

①調布市で登録を行うと，以下のとおりアカウント発行のお知らせがメール

で送信されます。 

 

②メールアドレスを入力し，「メール送信」「ＯＫ」を押す 

 

  

（注）登録はまだ完了していま

せん。必ずメールで届くＵＲＬ

から初期パスワードの設定を行

ってください。 



 

 

③メールが届くのでリンクをクリックし，パスワードを設定する 

パスワードは 10 文字以上で，数字，大文字，小文字，記号のうち，少なくとも 3 種類以上を含め

る）。「変更」「ＯＫ」を押す。 

 

④パスワード設定が完了したらログイン画面へ戻り，ＩＤ・パスワードを入

力し，「ログイン」を押す 

 



 

 

⑤メールで届くワンタイムパスワードを入力する（以後，ログイン時に毎回

ワンタイムパスワードが発行されます）。 

 

⑥利用規約を読み，「同意する」にチェックし，「利用を開始する」を押す 

 

⑦マイページに入る 

 

  

●●●●●● 



 

 

（２）利用者のアカウント情報やこどもの情報の登録 

 

①サイトメニューから「利用者情報管理」を押す 

 

②利用者（保護者）やお子様の情報を確認し，必要があれば修正する。 

 


